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第３次基準値 表示（ラベル） 

第１次基準値 表示（ラベル） 

排出ガス対策型建設機械の表示（ラベル）、オフロード法※の表示（ラベル） 
※特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成１７年法律第５１号） 

 
「一般工事用機械」の枠内の表示（ラベル）が貼られた建設機械は、土木工事共通仕様書等に規定される排出ガス
対策型建設機械として、直轄工事での使用が可能です。 
 

（参考） ナンバーを取得している特殊車両であって、平成15年の排出ガス規制（第２次基準と同等）に適合した特
殊車両には、自動車検査証の型式欄に２桁の識別番号（SA‐,SB‐,SC‐,SD‐)が記載されています。平成18年
以降の排出ガス規制（第３次基準、オフロード法2006基準、2011年、2014基準と同等）に適合した特殊車
両には、自動車検査証の型式欄に３桁の識別記号が記載されています。 
http://www.mlit.go.jp/common/001025551.pdf 

一般工事用機械 

 
「トンネル工事用機械」の枠内の表示（ラベル）が貼られた建
設機械は、土木工事共通仕様書等に規定されるトンネル工事用
排出ガス対策型建設機械として使用が可能です。 
 

（参考）ナンバーを取得している特殊車両であって、平成23
年以降の排出ガス規制（オフロード法2011年、2014
基準と同等）に適合した特殊車両（自動車検査証の型
式欄に３桁の識別記号があり、最初の記号が「Ｕ」、
「Ｗ」、「Ｘ」又は「Ｙ」であるもの。）は上記と同
等の排ガス性能を有します。 
http://www.mlit.go.jp/common/001025551.pdf 

トンネル工事用機械 

オフロード法 2014年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル） 
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オフロード法 2011年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル） 
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